
【資料】

○　価格低下支援金の算定方法

価格低下支援金 ＝

平成２３年４～６月の
県別・品種別・格付別

平均枝肉価格
(注１)

－

事業対象牛が
販売された月の

県別・品種別・格付別
平均枝肉価格

(注２)

×

平成２３年４～６月の
県別・品種別
平均枝肉重量

（注３）

（１万円未満を切り捨て
１万円単位）

（注１）平成２３年４～６月の県別・品種別・格付別平均枝肉価格

※性別は以下のとおり新マルキン事業と同様に算定。

肉専用種……去勢のみで算定

交雑種………去勢及び雌で算定（平均）

乳用種………去勢のみで算定

(注２)事業対象牛が	
販売された月の	
県別・品種別・格付別	
平均枝肉価格

　　・事業実施要綱の施行日である８月１９日以降の販売牛が対象です。（８月３日～８月１８日販売牛は対象外。）

（注３）平成２３年４～６月の	
県別・品種別	
平均枝肉重量	


○　計算の例

※○○月の肉専用種、Ｂ４の平均枝肉価格が１，５７０円であった場合

　　価格低下支援金＝（１，６２９円－１，５７０円）×４８９kg＝２８，８５１　→　２０，０００円／頭

　　・毎月の平均価格は販売月の翌月に算定後、事業対象者に対し通知するとともに、協会ホームページにて
　　 公表します。

　下記の計算式により、月単位で算定します。

肉用牛肥育経営緊急支援事業のうち肥育牛出荷対策事業に係る

平均枝肉価格及び平均枝肉重量と価格低下支援金の算定方法等について


